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第４回真室川町庁舎建設検討委員会【会議録要旨】 

日 時：平成 29年 3月 16日（木）13時 15分～14時 30分 

場 所：役場 3階会議室 

【会議次第】 

１．開  会 

２．あいさつ 

３．協議事項 

 （1）真室川町庁舎建設基本計画案への意見募集（パブリックコメント）の結果につ

いて 

 （2）真室川町庁舎建設基本計画案の修正について 

 （3）その他 

４．閉  会 

 

【委員の出席状況】 

庄司忠美委員長、渡邊一枝副委員長、中村雄造委員、大友又治委員、佐藤勝徳委員、 

 沓澤康平委員、阿部千代子委員 

（欠席委員）井上英一委員、大沢豊国委員、髙橋幸穂委員 

 

【事務局等の出席状況】 

 佐藤佐幸総務課長、髙橋雅之総務課長補佐、庄司寛美総務課主事 

 

【その他の出席状況】 

 アドバイザー：公益財団法人山形県建築技術センター 

 庄司久一建築課長、菅原 治建築課主査 

 関係者：消防団 横瀬徳雄団長 

 

【傍聴人数】 

 1人 

 

【会議内容】 

 １．事務局（総務課長）の進行で開会 

 

 ２．庄司委員長よりあいさつ 

   「今日は、庁舎建設基本計画案への意見募集結果及び修正について協議しますので、

よろしくお願いします。なお、大沢委員が欠席のため、防災分野の関係者として横瀬

消防団長にご意見をお聞きしますので、よろしくお願いします。」 

 

３．協議事項 
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（1）真室川町庁舎建設基本計画案への意見募集（パブリックコメント）の結果について 

   意見募集（パブリックコメント）の結果及び住民説明会での質疑応答ついて、事務

局より説明。 

 

【質疑内容】 

（委 員）現在の情報センター付近にあった旧病院では井戸水を使用していた。解体する

時に井戸は残したはず。水量が確保できれば融雪はそれほど経常経費がかからな

いと思う。除雪の音に問題があるならば検討してもいいのではないか。病院で使

っていたのでそれなりに水量はあるはず。 

（事務局）埋めてはいないとは思うが、確認してみたい。 

（委 員）意見募集の中に「近接町内会でいろいろな我慢をしている」というものがある。

除雪の意見や要望があるようだが、それ以外で我慢していることとはどんなこと

なのか。事務局で把握しているか。 

（委 員）除雪に関しては、雪が降るたびに除雪機械の音がするのは当たり前だと思って

いる。音が大きいのは確かだ。除雪体制の順序もあるだろうし、職員の出勤前に

行う必要があるなど時間的な事情があると思うので、当たり前だと思ってきた。

ただ、このような意見があるということは相当に我慢している方もいるのだろう。 

（事務局）庁舎や役場敷地内のことについて、いろいろご意見をいただくことがある。一

番は周辺の環境整備のことである。草刈り、ごみなど。定期的に環境整備は行っ

ているが、至らない点についてご指摘いただくこともある。 

（委 員）病院の除雪は、全て消雪なのか。 

（事務局）病院の正面駐車場及び歩道部分は無散水消雪、裏口の業者搬入用の通路は無散

水消雪で使用した地下水を使った散水消雪である。 

（委 員）新町地区では、病院施設の除雪機械の音がうるさいという苦情が出ている。 

（事務局）敷地内には除雪機械は入っていないが、職員駐車場は庁舎同様に早朝に除雪機

械で除雪している。住民説明会の際も同じようなご指摘をいただいた。消雪にす

る場合は、地下水が問題になる。電気代などの費用を含めて検討していかなけれ

ばならないだろう。地下水だけでなく地下熱も有効に使えたらと思う。役場で一

定程度地下水をくみ上げるとなれば近隣への影響も出てくるので、その辺も勘案

しながら検討していく。 

（委員長）現在の除雪の問題に関してはすぐに解決できる問題ではないので、今後いい方

法を見つけていきながら進めてほしい。 

（事務局）建替え以前に除雪に関しては毎年の問題である。時間を若干遅らせるなど、で

きることを検討していきたい。 

（委 員）住民説明会の際に「議場を会議室にしたらどうか」というような質問や意見は

出なかったのか。 

（事務局）出ていない。 

（委 員）「庁舎に売店を置いてほしい」という意見についてだが、庁舎そのものの機能

をもう少し町民に理解してほしい。できないことはできないとはっきり言って
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もいいのでは。あくまで庁舎なので、売店まではいらないと思う。それよりも

金融機関のＡＴＭを置いた方が利便性が高いのでは。 

（事務局）内部検討の段階では、町民交流機能、休憩スペースとして売店の必要性につい

て検討している。近隣商店や食堂などに影響があるだろうし、設置しても利用

客が確保できるか、継続的に営業が見込めないのでは、といった意見があった。

すぐに空きスペースになるのではという懸念があるので、自動販売機コーナー

程度で十分と考えている。 

（委員長）その他、質問・意見はありますか。 

【 質疑・意見なし 】 

 

（2）真室川町庁舎建設基本計画案の修正について 

   真室川町庁舎建設基本計画案の修正点ついて、事務局より説明。 

【質疑内容】 

（委 員）以前新聞に掲載された震度 6 強～7 程度で倒壊の危険性が高い施設の中に真室

川町役場庁舎が掲載されている。本町の影響予測が震度 6 強となっているので、

庁舎建設の必要性がさらにわかりやすく修正されていると思う。 

（委員長）平成 26 年度に実施した耐震診断結果では、震度何以上だと危険だとされたの

か。 

（事務局）計画書の P2 に耐震診断結果を記載している。耐震基準値を下回っている結果

からも震度 6強の地震には耐えられないということが予測される。 

（委員長）その他、質問・意見はありますか。 

【 質疑・意見なし 】 

 

（委員長）（1）（2）を通して質問・意見はありますか。 

（委 員）庁舎周辺の近隣住宅は震度 6強の場合、どのような被害があるのか。役場に進

入する道路はどのように確保されるのか。その辺を踏まえた検討もしておくべき

ではないか。 

（事務局）震度 6強の場合の一般住宅も含めた想定被害は今、持ち合わせていないが、古

い建物や電柱の倒壊のおそれがあると思われるので、通行に支障が出るだろう。 

（委 員）せめて県道にアクセスするルートなどを考えておくべきでは。 

（事務局）建築物耐震改修促進計画は、県が平成 28年 3月に改定しており、町でもこの 3

月に改定した。耐震化の目標を設定し、達成するための施策の見直しを行ってい

る。今までもいろんなメニューがあったが、全県的になかなか進んでいない状況

である。築年数が古い一般住宅は耐震改修に対してなかなか腰が重いようだ。 

     ご指摘のとおり、災害時にアクセス路を確保するのは重要なことなので調査し

ながら進めていきたい。 

（建設技術センター）住宅の耐震化は昭和 56 年に耐震基準が改正され、それ以前に建て

た建物は耐震性がないと判断されている。県でも住宅リフォーム等補助金の活用

を促しており、寝室などの部分的にも耐震改修の利用はできる。 
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     今回基本計画を策定し、来年度以降設計作業に進んでいくわけだが、その過程

においても町民や議会などから意見をもらいながらより良い建物にしていきた

い。 

（委 員）耐震診断に対しては約 10万円の補助が出る。診断すると 100～300万円程度の

改修費がかかるという結果になるようだ。その金額だとなかなか進まないのが現

状。個別の部屋だけ改修する手法もある。 

     まずは、危険を認識して、非常時にどう逃げるかなど現実的な対応をすべき。 

（委 員）末広町には消防小屋と公民館があり、現時点では移築検討という案になってい

る。公民館増築当時のことがわかる人も少なくなっており、庁舎建設は楽しみで

ある一方、毎日の生活に大きく関わることなので、公民館、消防小屋の事を含め

て住民へしっかりと説明しながら進めてほしい。 

（事務局）末広町側の入口は重要なアクセス路になる。新たな形での施設整備という案な

ので、そのあり方については地区の方々のご理解をいただきながら、消防小屋に

ついては元町消防小屋との合築でという要望もあるので、関係地区、団体と議論

しながら進めていかなければならないという認識は持っている。 

（委員長）その他、質問・意見はありますか。 

【 質疑・意見なし 】 

（委員長）他に意見等なければ(1)(2)の協議は以上としてよろしいか。 

     修正点の記載の最終的な確認については、私に一任していただき、まとめてか

ら町長に報告したいと思いますがよろしいか。 

【 異議なし多数 】 

 

（3）その他 

（委 員）18～20億の事業費が想定されている中で、いろんな制約はあると思うが、なる

だけ町内業者に貢献できる方法がないか模索しながら進めてほしい。 

 

   今後のスケジュールについて事務局から説明。 

（事務局）今後、平成 29 年度から基本設計に入り、早ければ同年度中に実施設計にも入

って行きたい。建設委員会的なものや町民の皆さんから意見をいただく場を設け

ていきたいと考えている。 

     建設検討委員会委員の任期は、計画策定までとなっているので、町長への計画

の報告をもって満了となる。これまでのご審議ありがとうございました。 

（委員長）その他、質問・意見はありますか。 

【 質疑・意見なし 】 

 

４．閉  会 


